
可燃ご み産業廃棄物 資源物

事業ごみは発生し た時点で、 次の３ 種類を 基本と し て、 処分先や処分方法ごと に分別し まし ょ う 。

適 正 処 理 の 第 一 歩 は 分 別

■ 事 業 ご み の 種 類
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古布、洋服類
(天然繊維のものに限る。)
再生利用できる紙
(段ボール、本、ノ ート )

①燃やすごみ

生ごみ・ 茶がら

再生利用できない紙（ 名刺サイズ

よりも 小さ い紙、飴の包み紙等）

使った後のティッシュペーパー

剪定枝（ 直径1 0 cm 以下、

長さ 5 0ｃ ｍ以下）

刈り 草（ 土は除去）、落ち葉

②可燃性粗大ごみ

木製家具（ 金属、プラスチック

が付いていないもの）

剪定枝（ 直径1 0 cm 以下、長さ 3 m 以下）

廃プラスチック類、金属く ず、ガラス・ 陶磁器く ず、
飲料用缶・ びん・ ペット ボト ルなど

事業系廃棄物（ 事業ごみ）の処理方法

事業系一般廃棄物



産業廃棄物は菊池広域連合　 環境工場
のごみ処理施設に搬入でき ません

産業廃棄

「 事業系一般廃棄物」の搬入先は、菊池市、合志市、大津町、菊陽町が共同で設置し ている①菊池広域

連合　 環境工場（ 菊池環境工場クリ ーン の森合志、環境美化センタ ー）と ②民間の処理施設があり ま

す。

一般廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、ごみが発生し た時点で分別を適正に行ってく ださ い。

自ら 搬入する場合は、適切に分別し 、持ち込んでく ださ い。

②の民間の処理施設に持ち 込む場合は、菊陽町が一般廃棄物処理実施計画に記載し ている 民間の処

理施設に限ら れますので菊陽町に確認の上、直接民間の施設にお問い合わせく ださ い。

事業系一般廃棄物の処理を依頼する場合は、菊陽町が許可し

た「 収集運搬業者」に収集を依頼（ 契約）し てく ださ い。

ごみの収集・ 運搬の許可を持たない業者がそれら の行為を行

う こと は、法律で禁止さ れています。

また、「 収集業者」への委託料は、業者によって異なります。契

約を行う 際には、料金、収集時間、収集回数、収集量、分別方

法等の事項について、確認をお願いします。

※菊池広域連合　 環境工場……菊池市、合志市、大津町、菊陽町において一般廃棄物処理施設を共同で設置し ています。

　「 燃やすごみ」「 可燃性粗大ごみ」は菊池環境工場クリーンの森合志で、「 資源物」は環境美化センターで処理さ れます。

物処理許可業者に処理を 委託する など 適正に

処理し てく ださ い。

相談先

産業廃棄物の処理業者などの
問い合わせ先

■ 事 業 者 の 責 務  ( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（ 以下、 廃棄物処理法と いう 。 ） 第3 条)

※法令により 、全ての事業ごみについて 、自ら の責任において適正に処理する 必要があり ます。

自ら 処理するか、

処理委託を1 2 3 4
　 事 業ご みは自ら 処理
する か、 許可を 受け た
処理業者に 委託し て 処
理 ( 収集・ 運搬、 処分 )
してく ださ い。

事業ごみの

リ サイクルと 減量を

　 事 業 ご みのリ サイ ク
ル を 積 極 的 に 推 進し 、
そ の減 量に 努めてく だ
さ い。

製造、販売等の

際には工夫を

　 物の製造、 加工、 販売
等に当たっては、 処理や
リ サイクルがし やすい製
品・ 容器等を つく ると と
もに、 廃棄する場合の処
理方法について情報提供
をしてく ださ い。

国や自治体の

施策に協力を

　 事業ご みの減量や適
正 な 処 理 等 に 関 し て、
国や自治体が行う 施策
に協力をお願いし ます。

（ 一社）熊本県産業資源循環協会
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菊池広域連合　 環境工場等に持ちこ む場合

菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）で受け入れます。



　 破砕機を 使って紙を引きちぎっ

たり 、大型シュレッダーを使って紙

を 切り 刻んだり する方法です。誰

が運搬するのかにより 右の3種類

に細分化さ れます。

　 破砕（ 断裁）後は製紙工場に持

込み、溶解処理を 経てリ サイク ル

さ れます。

出張破砕機や大型シュレッ ダーを 搭載し た
ト ラック が事業者の元へ出向き 事業者の目
の前で破砕（ 裁断）し ます。


